
す
が
、
全
て
民
有
地
の
た
め
、
今

後
は
山
林
所
有
者
の
同
意
を
得
て
、

７
月
中
旬
ま
で
に
は
工
事
の
発
注

を
行
い
、
通
行
車
両
及
び
歩
行
者

の
安
全
を
図
る
予
定
で
あ
る
と
の

回
答
を
得
て
い
ま
す
。

★
義
務
化
さ
れ
て
い
る
住
宅
用

火
災
報
知
機
に
つ
い
て
。

　

消
防
法
の
改
正
に
よ
り
、
一
般

住
宅
及
び
共
同
住
宅
に
住
宅
用
火

災
報
知
機
の
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
、
平
成
18
年
６
月
１
日
よ
り
新

築
住
宅
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅

は
、
平
成
23
年
５
月
31
日
ま
で
に

設
置
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

当
町
は
消
防
組
合
に
加
入
し
て

い
る
た
め
、
当
該
組
合
の
条
例
に

よ
る
こ
と
と
な
り
、
平
成
18
年
２

月
に
津
山
圏
域
消
防
組
合
火
災
予

防
条
例
の
一
部
改
正
を
行
い
、
対

応
し
て
い
ま
す
。

　

助
成
等
に
つ
い
て
は
、
新
た
な

補
助
金
の
設
置
は
困
難
で
あ
り
、

新
築
住
宅
や
既
に
設
置
さ
れ
て
い

る
方
へ
の
不
公
平
が
生
じ
ま
す
。

　

今
後
、
行
政
と
し
て
実
施
が
困

難
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
関
係
機

関
の
協
力
を
い
た
だ
く
方
向
で
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
高
額
さ
ら
に
は
偽
造
品

の
訪
問
販
売
等
が
懸
念
さ
れ
ま
す

の
で
、
広
報
誌
等
で
広
く
注
意
を

呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。

★
国
の
「
地
震
防
災
対
策
特
別

措
置
法
改
正
法
」
に
よ
る
補
助

事
業
で
の
、学
校
の
改
修
計
画
は
。

　

耐
震
診
断
実
施
率
は
優
先
度
調

査
を
含
め
ま
す
の
で
、
１
０
０
％

と
な
り
、
耐
震
化
率
は
76
％
で
す
。

　

今
後
の
改
修
計
画
は
、
具
体
的

に
は
決
め
て
い
ま
せ
ん
。
町
の
建

設
計
画
や
総
合
計
画
に
基
づ
き
、

ま
た
財
政
や
補
助
金
等
の
関
係
機

関
と
協
議
し
な
が
ら
、
緊
急
性
等

を
考
慮
し
て
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

★
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
出
動

に
つ
い
て
。

　

現
在
使
用
し
て
い
な
い
「
小
型

動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車
」
を
本
庁

に
配
備
し
、
本
庁
に
お
り
ま
す
職

員
の
旧
町
村
の
消
防
団
員
４
班
で

構
成
す
る
役
場
機
動
隊
を
設
置
し
、

勤
務
時
間
の
み
で
す
が
、
万
一
の

火
災
発
生
時
に
対
応
す
る
た
め
の

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

上
齋
原
・
富
地
域
に
各
１
台
配

備
し
て
い
る
「
消
防
ポ
ン
プ
自
動

車
」
は
、
搭
乗
人
員
不
足
に
よ
る

対
応
に
つ
い
て
、
各
消
防
方
面
隊

へ
検
討
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

★
鶴
喜
小
学
校
の
自
然
体
験
学

習
の
場
と
し
て
、
山
林
を
取
得

し
て
い
る
が
、
現
在
の
活
用
状

況
及
び
今
後
の
対
応
は
。

　

平
成
14
年
度
に
「
森
の
教
室
整

備
事
業
」
と
し
て
、
山
林
１
５
，

０
０
０
㎡
を
購
入
し
て
い
ま
す
。

　

当
初
は
、
学
習
歩
道
や
野
外
炊

飯
の
で
き
る
施
設
、
竹
林
の
整
備

等
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
計

画
ど
お
り
に
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
管
理
に
、
地
元
グ
ル
ー
プ

に
下
草
刈
り
を
委
託
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
学
校
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
地
元

と
相
談
し
な
が
ら
、
樹
木
の
名
札

付
け
、
遊
歩
道
の
整
備
等
、
よ
り

よ
い
自
然
体
験
の
場
を
広
げ
て
い

き
ま
す
。

★
下
原
地
内
の
カ
ラ
ス
捕
獲
柵

の
設
置
の
経
緯
と
今
後
の
管
理

に
つ
い
て
。

　

以
前
よ
り
数
多
く
の
カ
ラ
ス
及

び
サ
ギ
等
が
巣
を
作
り
、
悪
臭
や

鳴
声
で
被
害
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　

地
元
区
長
と
役
場
と
で
協
議
を

重
ね
、
猟
友
会
駆
除
班
に
依
頼
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
駆
除
を

実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
大
き
な

効
果
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
東
京
都
で
の

カ
ラ
ス
捕
獲
柵
が
大
き
な
成
果
を

上
げ
て
い
る
こ
と
、
津
山
市
の
ゴ

ミ
処
理
場
に
も
同
様
の
捕
獲
柵
が

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

こ
れ
ら
を
参
考
に
、
昨
年
度
予
算

確
保
し
、
試
験
的
に
捕
獲
柵
を
設

置
し
ま
し
た
。

　

捕
獲
柵
は
狩
猟
法
に
よ
り
狩
猟

免
許
を
所
持
し
た
者
以
外
は
管
理

で
き
な
い
た
め
、
猟
友
会
鏡
野
分

会
駆
除
班
に
依
頼
し
て
い
ま
す
。

　

５
月
下
旬
に
始
め
て
、
約
１
ヶ

月
で
15
羽
が
駆
除
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
こ
の
捕
獲
柵
が
十
分
に

機
能
し
、
効
率
的
な
駆
除
、
被
害

対
策
に
繋
が
る
か
検
証
を
行
い
、

対
応
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

★
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー
の
建
設

候
補
地
の
選
定
に
つ
い
て
、「
津

山
広
域
ブ
ロ
ッ
ク
ご
み
処
理
広

域
化
対
策
協
議
会
」
が
示
し
た

応
募
方
法
に
よ
っ
て
正
し
く
行

わ
れ
た
の
か
。

　

公
募
条
件
で
は
、
地
元
町
内
会

及
び
周
辺
町
内
会
の
代
表
並
び
に

地
権
者
の
共
同
申
請
と
あ
り
ま
す

が
、
地
元
町
内
会
及
び
地
権
者
の

申
請
が
必
須
条
件
で
す
。

　

周
辺
町
内
会
代
表
の
申
請
は
、

「
有
れ
ば
望
ま
し
い
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
て
、
必
須
条
件
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
正
し
く
行
わ
れ

た
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

★
周
辺
地
域
と
な
っ
て
い
る
郷

地
区
の
町
内
会
の
同
意
書
は
い

つ
提
出
さ
れ
た
の
か
。

　

平
成
19
年
５
月
４
日
に
領
家
町

内
会
役
員
が
郷
地
区
に
出
向
き
、

任
意
に
同
意
書
を
取
り
寄
せ
て
、

５
月
20
日
の
適
地
選
定
委
員
会
に

提
出
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

同
意
書
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

郷
公
民
館
で
行
わ
れ
た
郷
地
区
役

員
会
の
議
事
録
と
し
て
、
郷
地
区

区
長
８
名
全
員
が
連
名
で
署
名
・

押
印
し
た
も
の
で
、
内
容
は
、
領

家
地
内
に
建
設
さ
れ
る
ご
み
処
理

セ
ン
タ
ー
に
同
意
す
る
も
の
で
す
。

★
選
定
過
程
に
つ
い
て
郷
地
区

の
同
意
書
が
無
い
の
に
、
な
ぜ

領
家
地
区
が
残
っ
た
の
か
。

　

周
辺
町
内
会
代
表
の
申
請
は
必

須
条
件
で
は
な
く
、
領
家
地
区
の

申
請
に
は
、
中
北
下
町
内
会
が
共

同
申
請
者
と
し
て
名
前
を
連
ね
て

い
ま
す
。

　

地
元
町
内
会
の
総
会
決
議
は
必

須
要
件
と
明
示
し
て
い
ま
す
が
、

周
辺
町
内
会
の
総
会
議
事
録
は
必

須
要
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

久
米
側
は
地
元
町
内
会
す
な
わ

ち
領
家
町
内
会
が
任
意
に
取
り
寄

せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
鏡

野
側
は
ど
こ
の
地
区
の
総
会
議
事

録
も
提
出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

★
昨
年
７
月
11
日
に
下
原
地
区

で
開
催
さ
れ
た
ご
み
処
理
セ
ン

タ
ー
説
明
会
で
は
、
ど
の
よ
う

に
説
明
が
行
わ
れ
た
の
か
。

　

適
地
選
定
委
員
会
は
、
周
辺
地

域
の
範
囲
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で

の
範
囲
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を

決
め
ら
れ
な
く
、
領
家
地
区
に
判

断
・
報
告
し
て
も
ら
っ
た
と
説
明

さ
れ
ま
し
た
。

★
義
務
化
さ
れ
て
い
る
住
宅
用

火
災
報
知
機
に
つ
い
て
。

★
国
の
「
地
震
防
災
対
策
特
別

措
置
法
改
正
法
」
に
よ
る
補
助

事
業
で
の
、学
校
の
改
修
計
画
は
。

★
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
出
動

に
つ
い
て
。

★
鶴
喜
小
学
校
の
自
然
体
験
学

習
の
場
と
し
て
、
山
林
を
取
得

し
て
い
る
が
、
現
在
の
活
用
状

況
及
び
今
後
の
対
応
は
。

★
下
原
地
内
の
カ
ラ
ス
捕
獲
柵

の
設
置
の
経
緯
と
今
後
の
管
理

に
つ
い
て
。

★
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー
の
建
設

候
補
地
の
選
定
に
つ
い
て
、「
津

山
広
域
ブ
ロ
ッ
ク
ご
み
処
理
広

域
化
対
策
協
議
会
」
が
示
し
た

応
募
方
法
に
よ
っ
て
正
し
く
行

わ
れ
た
の
か
。

★
周
辺
地
域
と
な
っ
て
い
る
郷

地
区
の
町
内
会
の
同
意
書
は
い

つ
提
出
さ
れ
た
の
か
。

★
選
定
過
程
に
つ
い
て
郷
地
区

の
同
意
書
が
無
い
の
に
、
な
ぜ

領
家
地
区
が
残
っ
た
の
か
。

★
昨
年
７
月
11
日
に
下
原
地
区

で
開
催
さ
れ
た
ご
み
処
理
セ
ン

タ
ー
説
明
会
で
は
、
ど
の
よ
う

に
説
明
が
行
わ
れ
た
の
か
。
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